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お問合せの回答について

黒薮 哲哉 様

倉警ζT。

月 20日 付けでご質問いただきま した内容につきまして、次のとお り回答 させてぃた

朝霞市都市公園条例第 12条第 2項のUR Lを教えてください。または条文
日らせ下さい。

朝霞市都市公園条例第 12条の条文は以下のとお りです。

(占用料 )

2号

「万属虐『誉f額
¨ 1竃   脇 蟄 L鼻:をξは べ き。

なお、朝霞市の条例や規則は市ホームページに例規集 として掲載 しています。

令和 2年 9月  1日

間合せ  朝霞市都市建設部みどり公園課長  大塚 繁忠TEL0 4 8-463-1111 内線 21o2
TEL0 4 8-463-o374(直 通 )
E‐mail midOriュ Oen@city.asaka.lg.jp


